様式第13号（第14条関係）
（移住者向け）
	借上げ型住宅承継入居許可書

	年　　月　　日

	
	住所
	

	
	承継者氏名
	
	様
	

	富岡町長　　　　　　　　　㊞　　

	
　　下記のとおり借上げ型住宅の承継を許可します。

記

	所在地
	富岡町

	住宅名
	
	部屋番号
	

	家賃（月額）
	

	敷金額
	

	入居を許可する
世帯員
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	入居許可期間
	　　　　　年　　月　　日から　　　　　年　　月　　日まで

	許可条件
	　富岡町移住者向け借上げ型住宅貸付事業実施要綱の規定に基づく指示を堅く守ること。


　





（裏面）
	富岡町移住者向け借上げ型住宅使用許可条件の主な内容

	
　１．入居の際に許可された同居者以外の者は、入居しないこと。入居の際の同居者以外の者を入居させようとするときは、別に同居承認申請書を町長に提出し、町長の承認を受けること。
　２．入居許可の日から20日以内に入居すること。
　３．入居者は、借上げ型住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を譲渡しないこと。
　４．入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)　借上げ型住宅に工作を加える行為
(2)　借上げ型住宅の敷地内に工作物を設置する行為
　５．入居者の責めに帰すべき事由により借上げ型住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷した時は、入居者はこれを原形に復すること。
　６．次の費用は、入居者が負担すること。
(1)　電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(2)　障子、襖、畳等の補修
(3)　電球、蛍光灯、点灯管等の交換
(4)　給水設備の付属部品（パッキン等）の補修・更新
(5)　前各号に掲げるもののほか町長の指定する費用
　７．家賃は、必ず毎月末日までに当月分を支払わなければならず、滞納しないこと。
　８．町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居許可を取り消し、住宅の明渡しを請求できること。
(1)　不正の行為によって入居したとき。
(2)　家賃を3月以上滞納したとき。
(3)　借上げ型町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
[bookmark: _GoBack](4)　富岡町移住者向け借上げ型住宅貸付事業実施要綱第13条、第14条、第22条、第23条及び第24条の規定に違反したとき。
(5)　暴力団員であることが判明したとき。（同居する者が該当する場合を含む。）
(6)　前各号に掲げるもののほか、借上げ型住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、若しくはその他町長が借上げ型住宅の管理上特に必要があると認めるとき。
　９．前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに住宅を明け渡さなければならず、この場合、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができないこと。
　10．入居者は、入居許可の期間が満了するときまでに住宅を明け渡すこと。
　11．入居者は、住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の14日前までに退去届を町長に提出すること。この場合、増築部分又は工作物等は、自己の費用で原形に復すること。




